
マイナンバー制度への対応について 

 

◆マイナンバーとは 

マイナンバーは、住民票を有する全ての方に１人１つの番号を付して、社会保障、税、災害

対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報である

ことを確認するために活用されるものです。 

2016年 1月からは社会保障・税・災害対策の手続きにマイナンバーが必要となります。 

 

◆マイナンバーの利用目的 

当社にも、法定調書の作成事務等、税に関する手続きのため、すべてのお客様からマイ

ナンバーを通知していただく必要があります。提示いただいたマイナンバーは、2016 年以

降の取引にともない当社から税務署に提出する支払調書等に記載されます。 

※支払調書等の法定調書類作成以外でマイナンバーを利用することはございません。 

 

◆すでに総合取引口座を開設されているお客様（※1） 

 当社へマイナンバーを通知していただく必要があります。 

 2015年 12月下旬、通知のための専用書類が届きましたら、必要書類とともに速やかにご

返送ください。 

 

＜ご注意＞ 

当社へのマイナンバーの通知は、事務委託先である「株式会社だいこう証券ビジネス」か

らお送りする専用書類（下記参照）により行っていただきます。 

 

（※1）2015年 11月 13日（金）以降に新規口座開設をされたお客様については、 

2016年 1月以降、弊社より専用書類をお送り致しますので今しばらくお待ちください。 

 

ご不明な点等ございましたら、弊社業務管理部までお問い合わせください。 

 

＜マイナンバーについて＞ 

内閣官房サイト http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/ 

 

クローバー・アセットマネジメント株式会社  

業務管理部  

TEL:03-6262-3923  

（受付時間：平日９時～１７時）  

Email:gyoumu@clover-am.co.jp 



＜専用書類サンプル＞ 

 

 

「（1）現在のお届け情報」に印字されている情報は、2015年 11月 12日（木）時点の情報

となります。以降、弊社に登録事項変更届等提出された方は個人番号提供書には反映され

ておりませんので、お手数をお掛けしますが「（3）お届け情報の変更」欄にご記入をお願

い致します。 

 

「通知カード」と「本人確認書類」をご用意の上、上記「個人番号提供書」と合わせて返

信用封筒に同封の上、ご返送ください。 

 


